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告 示

島根県告示第509号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のとお

り指定したので、同法第55条の３第１号の規定により告示する。

令和２年８月７日

島根県知事 丸 山 達 也

事 業 者 事 業 所
実施する事業 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

株式会社 地域 出雲市塩冶神前一丁目 居宅療養管理指導 しまね薬局医大 出雲市塩冶神前一丁 令和２年７月14日

医療支援センター ７－４ 介護予防居宅療養 前店 目７－４

管理指導

居宅療養管理指導 しまね薬局渡橋 出雲市渡橋町1104番 令和２年７月14日

介護予防居宅療養 店 地

管理指導

居宅療養管理指導 しまね薬局大田 大田市大田町吉永 令和２年７月14日

介護予防居宅療養 店 1564－３

管理指導

社会福祉法人 隠岐郡隠岐の島町栄町 認知症対応型共同 グループホーム 隠岐郡隠岐の島町城 令和２年７月15日

隠岐共生学園 1088 生活介護 やすらぎの家 北町533番地３

介護予防認知症対

応型共同生活介護

島根県告示第510号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指

定介護機関の所在地の変更の届出があったので、同法第55条の３第２号の規定により告示する。

令和２年８月７日

島根県知事 丸 山 達 也

事 業 者 事 業 所
変更年月

名 称 主たる事務所の所在地 名 称
実施する事業 所 在 地

日
変更前 変更後

社会福祉法人 松江市東津田町1741番 短期入所生活介護 特別養護老人ホ 雲南市大東町 雲南市大東町 平成13年

島根県社会福祉 地３ 介護老人福祉施設 ーム 簸の上園 飯田96－１ 中湯石88 ４月１日

事業団

島根県告示第511号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指

定介護機関の名称及び所在地の変更の届出があったので、同法第55条の 第２号の規定により告示する。３

令和２年８月７日
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島根県知事 丸 山 達 也

事 業 者 事 業 所
変更年月

名 称 主たる事務所の所在地
実施する事業 名 称 所 在 地

日
変更前 変更後 変更前 変更後

株式会社 ソ 出雲市大津新崎町六丁 福祉用具貸与 株式会社 あえる介護 出雲市大津 出雲市西園 令和２年

ーシャルプラ 目43番地 崎前ビル 介護予防福祉 ソーシャル ショップ 新崎町六丁 町273－1 ４月１日

ンニングネッ 103号 用具貸与 プランニン 目43番地

トワーク 特定福祉用具 グネットワ 崎前ビル103

販売 ーク 号

特定介護予防

福祉用具販売

社会福祉法人 松江市東津田町1741番 居宅介護支援 雲南ひのか 簸の上園居 雲南市大東 雲南市大東 平成13年

島根県社会 地３ 事業 み 宅介護支援 町飯田96－ 町中湯石88 ４月１日

福祉事業団 事業所 １

島根県告示第512号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指

定介護機関の事業の廃止の届出があったので、同法第55条の３第２号の規定により告示する。

令和２年８月７日

島根県知事 丸 山 達 也

廃止する事業 廃止年月日
事 業 者 事 業 所

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

社会福祉法人 松江市東津田町1741番 訪問介護 雪舟園訪問介護事 益田市乙吉町イ109 平成18年４月１

島根県社会福祉 地３ 業所 日

事業団 簸の上園ヘルパー 雲南市大東町中湯 平成19年３月31

ステーション 石88 日

株式会社 ディ 松江市西嫁島一丁目３ 居宅療養管理指導 Ｄ・Ｃ・Ｂ薬局出 出雲市大塚町749 令和元年10月31

ー・シー・ビー －９ 介護予防居宅療養 雲大塚店 日

薬局 管理指導

島根県告示第513号

島根県青少年の健全な育成に関する条例（昭和40年島根県条例第21号）第６条第１項の規定により、次の図書類を青少

年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない図書類として指定するので、同条例第27条の規定により告示する。

令和２年８月７日

島根県知事 丸 山 達 也

指定番号 種類 図 書 名 称 発行・出版社名 指定の理由

16093 雑誌 恋愛宣言ＰＩＮＫＹ 2020年８月号 ㈱秋水社 次のいずれかに該当し、青

16094 雑誌 恋愛白書パステル 2020年８月号 ㈱宙出版 少年の健全な育成を阻害する

16095 雑誌 Ｄａｒｉａ 2020年８月号 ㈱フロンティアワーク ものであると認められるた

ス め。
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16096 雑誌 裏ネタＪＡＣＫ 2020年８月号 ㈱ダイアプレス  性的感情を著しく刺激す

16097 雑誌 リアルＢＬ解説 おとこのこのＳＥＸ 三和出版㈱ るもの

テクニック  粗暴性を著しく助長し、

16098 雑誌 裏マニアックス－極太裏事典－超 ㈱三才ブックス 又は残虐性を助長するもの

16099 書籍 塀の中の元極道ＹｏｕＴｕｂｅｒが明 宝島社  自殺又は犯罪を誘発する

かすヤクザの裏知識 もの

公 告

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、公共測量の実施について松

江県土整備事務所長から次のとおり通知を受けたので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公告

する。

令和２年８月７日

島根県知事 丸 山 達 也

１ 作業種類

公共測量（基準点測量）

２ 作業期間

令和２年７月１日から令和３年３月19日まで

３ 作業地域

安来市大塚町及び鳥木町地内

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、公共測量の実施について松

江県土整備事務所長から次のとおり通知を受けたので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公告

する。

令和２年８月７日

島根県知事 丸 山 達 也

１ 作業種類

公共測量（基準点測量）

２ 作業期間

令和２年７月１日から令和３年３月19日まで

３ 作業地域

安来市伯太町地内

特 定 調 達 公 告

次のとおり随意契約の相手方を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第372号）第12条及び物品等又は特定役務の調達手続に係る島根県会計規則の特例を定める規則（平成７年島

根県規則第83号）第９条の規定により公告する。

令和２年８月７日

島根県知事 丸 山 達 也
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１ 件名及び数量

簡易型電子線量計の調達 一式

２ 契約に関する事務を担当する本庁等の名称及び所在地

島根県防災部原子力安全対策課 島根県松江市殿町１番地

３ 随意契約の相手方を決定した日

令和２年７月１日

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所

応用光研工業株式会社 代表取締役 江原 直行 東京都福生市大字熊川1642番地26

５ 随意契約に係る契約金額

270,600,000円（消費税及び地方消費税の額を含む。）

６ 契約の相手方を決定した手続

随意契約

７ 随意契約によることとした理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１項第１号の規定による。

労 働 委 員 会 告 示

島根県労働委員会告示第１号

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第10条の規定により委嘱したあっせん員候補者について、労働関係調整法施行

令（昭和21年勅令第478号）第４条及び労働委員会規則（昭和24年中央労働委員会規則第１号）第68条第１項の規定によ

りその氏名、現職等を次のとおり告示する。

令和２年８月７日

島根県労働委員会会長 吾 郷 計 宜

氏名 現職等

吾郷 計宜 島根県労働委員会公益委員

弁護士

安藤 有理 島根県労働委員会公益委員

弁護士

岸田 和俊 島根県労働委員会公益委員

弁護士

尺田 祥三 島根県労働委員会公益委員

元山陰中央新報社論説委員長

原 市 島根県労働委員会公益委員

弁護士

門脇 直人 島根県労働委員会労働者委員

山陰電力関連産業労働組合総連合会会長

小松原 直樹 島根県労働委員会労働者委員

日立金属労働組合安来支部支部長

島田 一英 島根県労働委員会労働者委員

ＵＡゼンセン島根県支部支部長

成相 善朗 島根県労働委員会労働者委員
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日本労働組合総連合会島根県連合会会長

前田 陽生 島根県労働委員会労働者委員

ＪＡＭ山陰書記長

伊中 和子 島根県労働委員会使用者委員

輝陽礦業有限会社代表取締役社長

江田 小鷹 島根県労働委員会使用者委員

三和興業株式会社取締役会長

杉谷 雅祥 島根県労働委員会使用者委員

山陰クボタ水道用材株式会社代表取締役社長

室﨑 富恵 島根県労働委員会使用者委員

社会福祉法人いわみ福祉会理事長

森脇 建二 島根県労働委員会使用者委員

一般社団法人島根県経営者協会専務理事

黒目 浩喜 島根県労働委員会事務局長

新谷 俊樹 島根県労働委員会事務局審査調整課長

正 誤

令和２年６月５日付け島根県報第112号中に誤りがあったので、次のように訂正する

ページ 箇所 誤 正

２ 島根県告示第375号中 益田市匹見町道川イ1078－16 益田市匹見町道川イ1078－16（国有林）
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